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○国会法（昭和二十二年法律第七十九号）

第七十四条各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

○2質問は、簡明な主意書を作り、 これを議長に提出しなければならない。

○3議長の承認しなかった質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、

討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

○4議長又は議院の承認しなかった質問について、その議員から要求があったときは､議

長は、その主意書を会議録に掲載する。

第七十五条議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送す

る。

○2 内閣は、質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならない。その

期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限

霧

を明示することを要する。

霧
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も

右
を
国
会
法
第
七
十
五
条
に
よ
り
転
送
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
菅
義
偉
殿

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
に
関
す

る
質
問
主
意
書

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

（

衆
議
院
議
長
大
島
理

衆
議
院
事
務
総
長
岡
田
憲

（

衆
鵬

虹Z1

院

2



の

Ｉ
夕

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
株
へ
の
懸
念
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
政
府
、
東
京
都
、
大
会
組
織
委
員
会
は
三
月
二

症
対
策
調
整
会
議
」
に
お
い
て
、
外
国
人
観
客
向
け
の
ア
プ
リ
等
の
導
入
が
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い

を
期
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

を
開
き
、
海
外
か
ら
の
観
客
に
つ
い
て
受
け
入
れ
の
見
送
り
を
決
定
し
た
。

十
日
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）
、
国
際
パ
ラ
ソ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
・
Ｐ
Ｃ
）
の
代
表
者
に
よ
る
五
者
協
議

る
。
そ
の
後
、
同
ア
プ
リ
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
約
七
十
三
億
円
を
投
じ
る
契
約
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
国
内
外
で
新

ニ
ア
プ
ヅ
及
び
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
開
発
・
運
用
・
保
守
一
式
に
関
す
る
契
約
上
、
甲
側
（
政
府
）
に
よ
る
開
発
中
止
の
判

一
外
国
人
観
客
の
受
入
れ
を
し
な
い
決
定
を
受
け
、
本
ア
プ
ジ
の
開
発
は
中
止
す
る
の
か
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
万
全

断
を
し
た
場
合
の
規
定
が
な
い
。
甲
側
が
開
発
中
止
の
判
断
を
し
た
場
合
、
政
府
に
違
約
金
等
の
支
払
義
務
が
生
じ
る
も
の

昨
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
た
『
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

こ
れ
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

霧

霧

、
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＆

a

三
「
東
京
オ
ワ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
ソ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
調
整
会
議
中
間
整

五
令
和
二
年
十
二
月
二
日
の
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
に
よ
る
と
、
本
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
歩
Ｉ
ル
を
入
国
前
に
要
請
す
る
と
し

四
様
々
な
国
か
ら
来
日
す
る
対
象
者
に
対
応
す
る
た
め
、
多
く
の
言
語
に
対
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
ア
プ
リ

染
症
へ
の
対
策
を
整
理
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
ア
プ
リ
の
仕
様
書
に
お
い
て
は
「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
客
、
ア
ス
リ
ー
ト
等

定
は
あ
る
か
。
政
府
の
考
え
を
示
さ
れ
た
い
。

な
る
の
か
。
実
際
の
対
象
者
を
示
さ
れ
た
い
。

会
関
係
者
、
国
内
か
ら
の
観
戦
者
は
そ
れ
ぞ
れ
対
象
者
と
な
る
の
か
。
ま
た
、
各
国
・
地
域
の
要
人
や
随
行
員
も
対
象
者
と

大
会
関
係
者
、
国
内
か
ら
の
観
戦
者
」
を
本
ア
プ
リ
の
利
用
者
と
し
て
い
る
が
、
本
ア
プ
リ
運
用
の
際
『
ア
ス
ソ
ー
ト
、
大

理
」
に
お
い
て
は
、
「
ア
ス
リ
ー
ト
、
大
会
関
係
者
、
観
客
」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
ソ
ー
に
つ
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

は
あ
る
の
か
。
生
じ
る
場
合
、
ど
の
程
度
の
金
額
と
な
る
の
か
。

の
根
拠
法
令
及
び
根
拠
と
な
る
条
文
を
示
さ
れ
た
い
。

の
言
語
対
応
に
つ
い
て
は
仕
様
書
に
お
い
て
六
言
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、
六
言
語
で
対
応
は
十
分
か
、
今
後
追
加
を
す
る
予

ま
た
、
そ
の
対
象
者
に
は
本
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
及
び
使
用
を
義
務
付
け
る
の
か
。
義
務
付
け
る
と
し
た
場
合
、
そ

ぐ

亀

２
４



六
現
在
、
海
外
か
ら
の
入
国
・
帰
国
の
前
後
に
お
い
て
、
健
康
状
態
に
異
常
の
な
い
方
も
含
め
、
検
疫
所
長
の
指
定
す
る
場

類
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
が
、
世
界
に
は
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
ジ
ー
、
Ｔ
ｉ
ｚ
ｅ
ｎ
ｏ
Ｓ
等
、
前
述
の
二
種
類
以
外
の
ス
マ
ー
ト

グ
ー
グ
ル
プ
レ
イ
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
へ
の
対
応
方
法
も
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

機
、
バ
ス
、
電
車
、
タ
ク
シ
ー
等
）
を
使
用
し
な
い
こ
と
等
の
対
応
を
求
め
て
い
る
が
、
対
象
者
は
本
ア
プ
ジ
を
使
用
す
れ

め
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
事
業
開
始
時
よ
り
前
に
対
象
○
ｓ
に
つ
い
て
決
定
す
る
考
え
は
な
い
か
。
現
時
点
で
、
ア
ン
ド

所
（
自
宅
な
ど
）
で
入
国
日
を
零
日
と
し
て
十
四
日
目
ま
で
待
機
し
、
空
港
等
か
ら
の
移
動
も
含
め
公
共
交
通
機
関
（
航
空

に
内
閣
官
房
Ｉ
Ｔ
室
と
協
議
の
上
決
定
」
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
各
国
の
準
備
状
況
を
考
慮
す
る
と
可
能
な
限
り
早

で
き
る
の
か
。
国
や
地
域
に
よ
っ
て
は
、
仕
様
書
に
お
い
て
本
ア
プ
リ
を
公
開
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ア
ッ
プ
ス
ト
ア
や

て
い
る
が
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
参
加
す
る
全
て
の
国
・
地
域
に
お
い
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

フ
ォ
ン
Ｏ
Ｓ
の
利
用
者
も
一
定
数
存
在
し
て
い
る
。
本
ア
プ
リ
の
仕
様
書
に
お
い
て
『
対
象
Ｏ
Ｓ
に
つ
い
て
は
事
業
開
始
時

ロ
イ
ド
及
び
ｉ
ｏ
Ｓ
の
二
種
類
以
外
の
Ｏ
Ｓ
を
対
象
と
す
る
も
の
は
あ
る
か
。
加
え
て
本
ア
プ
ヅ
の
対
象
者
の
来
日
予
定
者

へ
の
本
ア
プ
リ
の
具
体
的
周
知
方
法
に
つ
い
て
、
政
府
の
考
え
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
本
ア
プ
リ
の
対
応
○
ｓ
（
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
）
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
Ｆ
ロ
イ
ド
及
び
ｉ
Ｏ
Ｓ
の
二
種

蕊

、

鶏

３
５
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七
菅
内
閣
総
理
大
臣
は
、
令
和
三
年
二
月
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
「
本
ア
プ
リ
は
、
東
京
大
会
を
契
機

八
ぱ
十
四
日
間
の
待
機
の
免
除
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
不
要
と
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
ア
プ
ジ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
を
入

会
社
、
日
本
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
、
日
本
電
気
株
式
会
社
、
株
式
会
社
ア
ル
ム
及
び
株
式
会
社
プ
レ
イ
ン
と
締

国
前
に
行
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
等
を
所
有
し
て
い
な
い
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
ス
マ
ー
ト

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
が
閉
会
し
た
後
に
運
用
を
停
止
す
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
ど
の
時
点
を
も
っ
て
停
止
す
る

じ
る
の
か
。
具
体
的
措
置
対
応
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。

か
。

に
開
発
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
ソ
ン
ピ
ッ
ク
以
外
の
場
面
で
の
活
用
、
こ
こ
も
視
野
に
入
れ

。

て
、
今
、
開
発
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
、
こ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

の
か
。
ま
た
、
今
後
、
本
ア
プ
リ
を
活
用
す
る
場
合
、
管
理
運
用
の
費
用
は
ど
の
程
度
が
想
定
さ
れ
、
誰
が
負
担
す
る
の

ン
ビ
ッ
ク
競
技
大
会
以
外
の
場
面
で
の
活
用
』
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
用
か
。
本
ア
プ
ソ
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

フ
ォ
ン
の
貸
し
出
し
を
す
る
、
入
国
に
当
た
り
十
四
日
間
の
待
機
を
義
務
付
け
る
、
ま
た
入
国
を
さ
せ
な
い
等
の
措
置
を
講

ア
プ
ジ
及
び
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
開
発
・
運
用
・
保
守
一
式
に
関
す
る
契
約
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
曼
一
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式

で

亀

４
６



』

結
し
て
い
る
が
、
関
連
す
る
契
約
の
再
委
託
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
し
て
い
る
場
合
、
再
委
託
先
の
企
業
名
、
再
委
託
先

右
質
問
す
る
。

へ
の
委
託
金
額
、
再
委
託
内
容
等
の
現
時
点
に
お
け
る
再
委
託
の
状
況
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

鶏

繕

５
７



【公印 契印（省略） 】■

内閣衆質204第86号

令和3年3月29日

内閣総理大臣殿

○（内閣官房副長官補）

法務大臣殿

外務大臣殿

財務大臣殿

厚生労働大臣殿ざ

内閣総理大臣

衆議院議員丸山穂高君提出東京オリンピック・パラリン

ピック観客等向けアプリに関する質問主意書の回付につ

いて
亀

標記の質問主意書は、貴省主管のものと認められますので、回付い

たします。

質問主意書に対する答弁は、国会法第75条第2項の規定により、

7日以内に行わなければならないので、 3月31日 （水）までに答弁

書を提出願います。

なお、期日までに答弁することができないときは、その理由及び答

弁することができる期限を明らかにした文書を上記期日までに提出

願います。

8
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令
和
三
年
三
月
二
十
四
日
提
出

質
問
第
八
六
号

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

、
、

I

鐘

鯵提
出
者
丸
山
穂
高

9



症
対
策
調
整
会
議
」
に
お
い
て
、
外
国
人
観
客
向
け
の
ア
プ
リ
等
の
導
入
が
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
株
へ
の
懸
念
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
政
府
、
東
京
都
、
大
会
組
織
委
員
会
は
三
月
二

を
期
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

を
開
き
、
海
外
か
ら
の
観
客
に
つ
い
て
受
け
入
れ
の
見
送
り
を
決
定
し
た
。

十
日
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）
、
国
際
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
）
の
代
表
者
に
よ
る
五
者
協
議

る
。
そ
の
後
、
同
ア
プ
リ
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
約
七
十
三
億
円
を
投
じ
る
契
約
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
国
内
外
で
新

二
ア
プ
リ
及
び
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
開
発
・
運
用
・
保
守
一
式
に
関
す
る
契
約
上
、
甲
側
（
政
府
）
に
よ
る
開
発
中
止
の
判

一
外
国
人
観
客
の
受
入
れ
を
し
な
い
決
定
を
受
け
、
本
ア
プ
リ
の
開
発
は
中
止
す
る
の
か
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
万
全

昨
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
た
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ゥ
イ
ル
ス
感
染

断
を
し
た
場
合
の
規
定
が
な
い
。
甲
側
が
開
発
中
止
の
判
断
を
し
た
場
合
、
政
府
に
違
約
金
等
の
支
払
義
務
が
生
じ
る
も
の

こ
れ
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ご

亀
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三
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
調
整
会
議
中
間
整

四
様
々
な
国
か
ら
来
日
す
る
対
象
者
に
対
応
す
る
た
め
、
多
く
の
言
語
に
対
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
ア
プ
リ

五
令
和
二
年
十
二
月
二
日
の
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
に
よ
る
と
、
本
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
を
入
国
前
に
要
請
す
る
と
し

染
症
へ
の
対
策
を
整
理
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
本
ア
プ
リ
の
仕
様
書
に
お
い
て
は
「
イ
ン
バ
ウ
ン
Ｆ
観
客
、
ア
ス
リ
ー
ト
等

会
関
係
者
、
国
内
か
ら
の
観
戦
者
は
そ
れ
ぞ
れ
対
象
者
と
な
る
の
か
。
ま
た
、
各
国
・
地
域
の
要
人
や
随
行
員
も
対
象
者
と

大
会
関
係
者
、
国
内
か
ら
の
観
戦
者
」
を
本
ア
プ
リ
の
利
用
者
と
し
て
い
る
が
、
本
ア
プ
リ
運
用
の
際
、
ア
ス
ヅ
ー
ト
、
大

は
あ
る
の
か
。
生
じ
る
場
合
、
ど
の
程
度
の
金
額
と
な
る
の
か
。

な
る
の
か
。
実
際
の
対
象
者
を
示
さ
れ
た
い
。

理
」
に
お
い
て
は
、
「
ア
ス
リ
ー
ト
、
大
会
関
係
者
、
観
客
」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

定
は
あ
る
か
。
政
府
の
考
え
を
示
さ
れ
た
い
。

の
根
拠
法
令
及
び
根
拠
と
な
る
条
文
を
示
さ
れ
た
い
。

の
言
語
対
応
に
つ
い
て
は
仕
様
書
に
お
い
て
六
言
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、
六
言
語
で
対
応
は
十
分
か
、
今
後
追
加
を
す
る
予

ま
た
、
そ
の
対
象
者
に
は
本
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
及
び
使
用
を
義
務
付
け
る
の
か
。
義
務
付
け
る
と
し
た
場
合
、
そ

霧

霧
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六
現
在
、
海
外
か
ら
の
入
国
・
帰
国
の
前
後
に
お
い
て
、
健
康
状
態
に
異
常
の
な
い
方
も
含
め
、
検
疫
所
長
の
指
定
す
る
場

グ
ー
グ
ル
プ
レ
イ
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
へ
の
対
応
方
法
も
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

機
、
バ
ス
、
電
車
、
タ
ク
シ
ー
等
）
を
使
用
し
な
い
こ
と
等
の
対
応
を
求
め
て
い
る
が
、
対
象
者
は
本
ア
プ
リ
を
使
用
す
れ

類
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
が
、
世
界
に
は
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
、
Ｔ
ｉ
ｚ
ｅ
ｎ
Ｏ
Ｓ
等
、
前
述
の
二
種
類
以
外
の
ス
マ
ー
ト

所
（
自
宅
な
ど
）
で
入
国
日
を
零
日
と
し
て
十
四
日
目
ま
で
待
機
し
、
空
港
等
か
ら
の
移
動
も
含
め
公
共
交
通
機
関
（
航
空

め
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
事
業
開
始
時
よ
り
前
に
対
象
Ｏ
Ｓ
に
つ
い
て
決
定
す
る
考
え
は
な
い
か
。
現
時
点
で
、
ア
ン
ド

に
内
閣
官
房
Ｉ
Ｔ
室
と
協
議
の
上
決
定
」
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
各
国
の
準
備
状
況
を
考
慮
す
る
と
可
能
な
限
り
早

で
き
る
の
か
。
国
や
地
域
に
よ
っ
て
は
、
仕
様
書
に
お
い
て
本
ア
プ
リ
を
公
開
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ア
ッ
プ
ス
ト
ア
や

て
い
る
が
、
東
京
オ
ヅ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
参
加
す
る
全
て
の
国
・
地
域
に
お
い
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

フ
ォ
ン
Ｏ
Ｓ
の
利
用
者
も
一
定
数
存
在
し
て
い
る
。
本
ア
プ
リ
の
仕
様
書
に
お
い
て
「
対
象
Ｏ
Ｓ
に
つ
い
て
は
事
業
開
始
時

ロ
イ
ド
及
び
ｉ
Ｏ
Ｓ
の
二
種
類
以
外
の
Ｏ
Ｓ
を
対
象
と
す
る
も
の
は
あ
る
か
。
加
え
て
本
ア
プ
リ
の
対
象
者
の
来
日
予
定
者

へ
の
本
ア
プ
リ
の
具
体
的
周
知
方
法
に
つ
い
て
、
政
府
の
考
え
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
本
ア
プ
リ
の
対
応
Ｏ
Ｓ
（
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
）
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
及
び
ｉ
ｏ
Ｓ
の
二
種

ざ

亀
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七
菅
内
閣
総
理
大
臣
は
、
令
和
三
年
二
月
十
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
「
本
ア
プ
リ
は
、
東
京
大
会
を
契
機

八
ア
プ
リ
及
び
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
開
発
・
運
用
・
保
守
一
式
に
関
す
る
契
約
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
三
一
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式

会
社
、
日
本
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
、
日
本
電
気
株
式
会
社
、
株
式
会
社
ア
ル
ム
及
び
株
式
会
社
プ
レ
イ
ン
と
締

ば
十
四
日
間
の
待
機
の
免
除
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
不
要
と
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
を
入

国
前
に
行
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
等
を
所
有
し
て
い
な
い
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
ス
マ
ー
ト
ー

か
◎

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
が
閉
会
し
た
後
に
運
用
を
停
止
す
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
ど
の
時
点
を
も
っ
て
停
止
す
る

に
開
発
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
外
の
場
面
で
の
活
用
、
こ
こ
も
視
野
に
入
れ

じ
る
の
か
。
具
体
的
措
置
対
応
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。

て
、
今
、
開
発
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
、
こ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
』
と
答
弁
し
て
い
る
。
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

の
か
。
ま
た
、
今
後
、
本
ア
プ
リ
を
活
用
す
る
場
合
、
管
理
運
用
の
費
用
は
ど
の
程
度
が
想
定
さ
れ
、
誰
が
負
担
す
る
の

ン
ビ
ッ
ク
競
技
大
会
以
外
の
場
面
で
の
活
用
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
用
か
。
本
ア
プ
リ
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

フ
ォ
ン
の
貸
し
出
し
を
す
る
、
入
国
に
当
た
り
十
四
日
間
の
待
機
を
義
務
付
け
る
、
ま
た
入
国
を
さ
せ
な
い
等
の
措
置
を
講

蟻

霧
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右
質
問
す
る
。

結
し
て
い
る
が
、
関
連
す
る
契
約
の
再
委
託
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
し
て
い
る
場
合
、
再
委
託
先
の
企
業
名
、
再
委
託
先

へ
の
委
託
金
額
、
再
委
託
内
容
等
の
現
時
点
に
お
け
る
再
委
託
の
状
況
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

<
恥

亀
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令
和
三
年
四
月
二
日
受
領

答
弁
第
八
六
号

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
東
京
オ
ヅ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
ヅ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

内
閣
衆
質
二
○
四
第
八
六
号

令
和
三
年
四
月
二
日

衆
議
院
議
長
大
島
理
森
殿

蕊／

／

内
閣
総
理
大
臣
菅
義
偉

霧

別
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二
に
つ
い
て

一
、
三
か
ら
五
ま
で
及
び
七
に
つ
い
て

達
に
係
る
契
約
書
に
お
い
て
は
、
契
約
内
容
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
契
約
の
当
事
者
間
で
協
議
を
行
い
、
契

等
の
見
直
し
を
検
討
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

）
に
よ
り
開
発
す
る
シ
ス
テ
ム
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
用
対
象
者
の
範
囲
、
シ
ス
テ
ム
構
成
を
含
め
た
仕
様
、
運
用
方
針

向
け
ア
プ
リ
（
仮
称
）
及
び
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
開
発
・
運
用
・
保
守
一
式
」
に
係
る
調
達
（
以
下
「
本
件
調
達
』
と
い
う
。

約
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
あ
り
、
当
該
規
定
に
基
づ
き
変
更
し
た
契
約
内
容
に
応
じ
て
、
内
閣
官
房

か
ら
の
観
客
の
受
入
れ
を
断
念
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等

及
び
受
注
者
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
。

御
指
摘
の
「
五
者
協
議
」
に
お
い
て
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
海
外

お
尋
ね
の
「
甲
側
が
開
発
中
止
の
判
断
を
し
た
場
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
件
調

衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
客
等
向
け
ア
プ
リ
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

蓮

亀
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六
に
つ
い
て

八
に
つ
い
て

満
を
四
捨
五
入
し
た
数
字
）
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ら
、
現
時
点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

入
国
後
の
行
動
管
理
や
健
康
管
理
等
の
必
要
な
防
疫
措
置
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か

①
Ｓ
Ｃ
Ｓ
Ｋ
株
式
会
社
②
二
千
八
百
万
円

①
Ａ
Ｒ
ア
ド
バ
ン
ス
歩
テ
ク
ノ
ロ
ジ
株
式
会
社
②
千
百
万
円

①
Ｎ
Ｅ
Ｃ
ブ
ラ
シ
手
フ
オ
ー
ム
ズ
株
式
会
社
②
七
千
七
百
万
円

①
Ｎ
Ｅ
Ｃ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
イ
ノ
ベ
ー
タ
株
式
会
社
②
二
億
三
千
百
万
円

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日
現
在
に
お
け
る
本
件
調
達
に
係
る
業
務
の
再
委
託
先
の
①
名
称
及
び
②
再
委
託
額
（
百
万
円
末

①
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
②
零
円

①
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ム
ウ
ェ
ア
株
式
会
社
②
八
千
八
百
万
円

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
入
国
者
に
係
る
出
国
前
や
入
国
時
の
検
査
、

霧

霧
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①
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
Ｂ
ｕ
Ｓ
ｉ
ｎ
ｅ
Ｓ
ｓ
Ｓ
ｙ
Ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
Ｓ
Ｔ
ｅ
Ｃ
ｈ
ｎ
Ｏ
ｌ
Ｏ
ｇ
ｙ
②
千
百
万
円

①
株
式
会
社
キ
ャ
フ
ィ
ッ
ク
②
二
千
二
百
万
円

①
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
レ
ゾ
ナ
ン
ト
株
式
会
社
②
四
千
四
百
万
円

①
株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ア
ク
ト
②
三
億
三
千
万
円

①
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ネ
ク
シ
ア
②
零
円

①
株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
・
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
②
一
億
三
千
二
百
万
円

①
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
先
端
技
術
株
式
会
社
②
零
円

①
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ム
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
②
三
億
三
千
万
円

①
株
式
会
社
ネ
ク
ス
ト
ス
ケ
ー
プ
②
六
億
六
千
万
円

①
日
本
情
報
通
信
株
式
会
社
②
零
円

①
日
本
電
気
通
信
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
②
九
千
九
百
万
円

①
株
式
会
社
デ
ジ
タ
ル
ハ
ー
ッ
②
一
億
四
千
三
百
万
円

①
株
式
会
社
１
ｑ
ｉ
ｒ
ｂ
ａ
ｔ
Ｏ
②
一
億
三
千
二
百
万
円

薯

亀
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ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
基
盤
構
築
、
運
用
等
、
関
係
省
庁
等
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
設
計
、
開
発
、
試
験
、
保
守
等
並
び
に
顔
認

証
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
評
価
等
に
係
る
業
務
の
一
部
で
あ
る
。

①
株
式
会
社
パ
ソ
ナ
テ
ッ
ク
②
千
百
万
円

①
モ
リ
ソ
ン
・
フ
オ
ー
ス
タ
ー
法
律
事
務
所
②
五
千
五
百
万
円

①
フ
エ
ン
リ
ル
株
式
会
社
②
三
億
八
千
五
百
万
円

①
株
式
会
社
ピ
ー
ア
ン
ド
ア
イ
②
百
万
円

本
件
調
達
に
係
る
再
委
託
さ
れ
た
業
務
の
内
容
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
設
計
、
開
発
、
試
験
、
運
用
及
び
保
守
、
サ

蕊

蕊

19



内閣官房文書取扱規則

平成23年3月30

内閣総理

平成24年

一部

大臣決

2月10

改

平成25年3月28

一部 改
促
改

平成25年5月28

一部

平成25年12月25

一部改

平成26年5月30

－部改
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（目的）

第1条この規則は、内閣官房における文書の取扱いに関する統一基準その他基本的事項を

定め、事務の適正かつ能率的な遂行に資することを目的とする。

（適用の範囲）

第2条内閣官房における文書の取扱いに関しては、法律及びこれに基づく命令の規定によ

り特別の定めが設けられている場合を除き、 この規則の定めるところによるものとする。

（定義）

第3条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(1) 「文書」 とは、事務の運営に必要な一切の図画及び書類（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をい

う。 ）を含む。 ）をいう。

(2) 『親展文書」 とは、親展電報及び内容を受信者以外の者に秘するため封皮に「親展」

又はこれに類する用語の表示をした封書等（電子文書を含む。次号において同じ。 ）を

いう。

(3) 「個人宛の文書」とは、内閣官房の職員個人宛の封書等で親展文書以外のものをいう。

(4) 「図書印刷物」 とは、定期又は不定期の刊行物をいう。

(5) 「普通文書」 とは、親展文書及び個人宛の文書以外の文書をいう。

(6) 「電子文書」 とは、文書のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。

(7) 「文書管理システム」 とは、内閣官房行政文書管理規則第2条(5)に規定するものを

いう。

(8) 「旅費等内部管理業務共通システム」 とは、旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業

務・システム最適化計画（平成21年7月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議

決定）に基づき整備された政府全体で利用可能な一元的なシステムをいう。

(9) 「電子署名」 とは、電子文書が名義人の作成に係るものであることを示し、かつ、

当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を

いう。

(10） 「部局」 とは、次に掲げるものをいう。

内閣総務官室

国家安全保障局

内閣官房副長官補

内閣広報室

内閣情報調査室

内閣サイバーセキュリティセンター

内閣人事局

（文書取扱主任及び文書受送主任）

4条内閣官房の部局に文書取扱主任を置く。

文書取扱主任は、当該部局の事務を掌理する者が指名する者をもって充てる。
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s文書取扱主任は、当該部局における文書の受送、浄書等の事務をつかさどる。

4 内閣総務官室に文書受送主任を置く。

5文書受送主任は、内閣総務官が指名する者をもって充てる。

6 文書受送主任は、送達される文書（電子文書を除く。 ）を接受し、これを部局に配布す

る事務及び部局から他府省に公文書交換センターを利用して公文書を送達する事務をつか

さどる。

（文書取扱いの原則） ．

第5条文書の取扱いに当たっては、その責任を明らかにし、迅速かつ的確に行わなければ

ならない。

2文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないよう

注意しなければならない。

（不公表とする報告書等の取扱い）

第6条報告書その他一定期間不公表の取扱いをする文書については、当該期間を表示する。

（文書取扱いの監査）

第7条内閣総務官は、各部局における文書の取扱いについて報告を求め、又は必要と認め

るとぎは、監査することができる。

（帳簿）

第8条部局には、次の各号に掲げる帳簿を備える。

（1）文書受付簿（様式第1号）

（2）合議文書処理簿（様式第2号）

（3）文書使送簿（様式第3号）

（4）文書使送簿（様式第4号）

2部局には、第21条ただし書の規定に基づく登録を行うため、決裁文書処理簿（様式第5

号）を備えることができる。

s 内閣総務官室には、第1項各号に掲げる帳簿のほか、次の帳簿を備える。

（1）閣議件名簿（様式第6号）

（2）書留郵便物使送文書受付簿（様式第7号）

（3）開示請求受付簿（様式第8号）

（帳簿の記載）

第9条帳簿には、記載する必要がある事実が生じた都度記帳しなければならない。記載事

項を訂正する場合も、同様とする。

（秘密文書の取扱い）

第10条秘密文書（電子文書を含む。以下同じ。 ）の取扱いについては、別に定めるところ

によるほか、この規貝ﾘの規定を適用する。

第2章文書の接受及び配布

（文書の接受及び配布）

第11条文書の接受は、原則として、文書受送主任が行う。ただし、次の各号に掲げる場合

には、それぞれ当該各号に定める者が行う。

（1）省庁間電子文書交換システムの利用による場合文書取扱主任（親展文書又は秘密文
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書の場合は名宛人）

（2）電子メールの利用による場合当該電子メールの受信者

（3）ファクシミリの利用による場合当該ファクシミリの受信者

（4）緊急に処理する必要がある文書を受領する場合当該文書の担当者

（5）前各号に掲げる場合に準ずる場合前各号に掲げる者に準ずる者

2文書受送主任（前項ただし書第2号から第5号までに掲げる場合には、それぞれ当該各

号に定める者をいう。第14条において同じ。 ）は、接受した文書を関係する部局の文書取

扱主任に配布する。ただし、前項ただし書第2号から第5号までに掲げる場合であって、

特段の事情がある場合には、この限りではない。

3 内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣総理大臣補佐官宛の普通文書に

あっては内閣総務官室文書取扱主任に、内閣危機管理監宛の普通文書にあっては内閣官房

組織令（昭和32年政令第219号）第10条第1項に規定する内閣官房副長官補が指名する文

書取扱主任に、内閣情報通信政策監宛の普通文書にあっては同令第10条第2項に規定する

内閣官房副長官補が指名する文書取扱主任に配布する。

4前2項の場合において、封書は開封しないで配布し、書留郵便物及び使送文書は書留郵

便物使送文書受付簿に所要の事項を記録し、当該文書の封皮等に受領印を押し、受領番号

を記入して配布する。

5 内閣官房の所掌に属しないものは、直ちに返送又は転送その他必要な措置をとるものと
する。

（電報の配布の特例）

第12条電報を受領したときは、前条第2項の規定にかかわらず、直ちに名宛人に配布する

ことができる。

（文書の受付及び配布）

第13条文書を接受し、又は配布された文書取扱主任は、次の各号により配布する。

（1）普通文書を受けたときは、これを開封して、文書受付簿又は文書管理システム上の

該当欄（以下「文書受付簿等の該当欄」 という。 ）に所要の事項を記録し、当該文書

の余白に受付印を押し、受付番号を記入した上、担当者に配布する。ただし、閣議請

議書等は、閣議件名簿に所要の事項を記録し、担当者に配布する。

（2）親展文書又は個人宛文書を受けたときは、これを開封しないで、次により配布する。

イ書留郵便物又は使送文書については、文書受付簿等の該当欄に所要の事項を記録し、

当該文書の封皮に受付印を押し、受付番号を記入した上、名宛人に配布する。

ロイに規定する文書以外の文書については、前号に規定する記録等を行うことなく名

宛人に配布する。

（3）前号により文書の配布を受けた者は、当該文書が普通文書として取り扱うべきものと

認められるときは、これを文書取扱主任に回付する。この場合において、文書取扱主任

は、当該文書が前号イにより配布されたものであるときは、文書受付簿等の該当欄を加

筆訂正した上、担当者に配布し、前号ロにより配布されたものであるときは、第1号に

規定する手続をとる。

2 内閣総務官室文書取扱主任は、第11条第3項の規定により配布を受けた文書のうち内閣
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総務官室以外の部局の所掌に属するものについては、これを文書受付簿等の該当欄に記録

し、当該文書の余白に受付印を押し、受付番号を記入した上、主管部局の文書取扱主任に

回付する。

（受領印及び受付印）

第14条文書受送主任又は文書取扱主任が使用する受領印又は受付印は、様式第9号に定め

るとおりとする。

（電子文書の接受及び配布の特例）

第15条文書取扱主任が省庁間電子文書交換システムにより電子文書を受信したときは、速

やかに名宛人に送信する。

2省庁間電子文書交換システムによる電子文書の受付は、省庁間電子文書交換システム上

の受信簿により行う。

（簡易な文書の配布の特例）

第16条図書印刷物等繍易な文書については、文書取扱主任は、第13条の手続を省略して配

布することができる。

（他部局又は他府省からの合議文書の取扱い）

第17条文書取扱主任は、他の部局又は他府省から合議文書を受けたときは、合議文書処理

簿に所要の事項を記録し、担当者に配布する。

2前項の合議文書の配布を受けた担当者は、速やかに決裁の手続を行い、決裁終了後、文

書取扱主任を経てこれを返付する。

（直接受けた文書の処理）

第18条第13条及び第15条から前条までの規定によらないで、文書を文書取扱主任以外の者

から受けた者は、速やかに、当該文書を文書取扱主任に回付する。

（誤送文書の処理）

第19条文書取扱主任は、当該部局の所掌に属しない文書を受けたときは、文書受付簿にそ

の旨を記録し、文書受送主任に回付する。

2文書受送主任は、前項の規定により回付を受けた文書の配布先等について必要に応じ関

係部局と連絡調整を行い、配布先等について再度検討の上、第11条に定める手続をとるも

のとする。

第3章文書の作成及び決裁

（決裁文書の作成）

第20条決裁文書（参考資料その他決裁に添付する文書を含む。以下同じ。 ）は、文書管理

システム（決裁文書の内容が旅行命令又は旅行依頼に関するものである場合にあっては、

旅費等内部管理業務共通システム。以下同じ。 ）上の起案様式を用い所要の事項を記入し

て、起案する。ただし、内閣総務官が別に定める事由に該当する場合には、所定の起案用

紙を用いて起案することができる。

2前項の規定にかかわらず、図書、刊行物の供覧等簡易な決裁文書は、文書管理システ

ム上の起案様式又は所定の起案用紙（以下「起案様式等」 という。 ）を用いないで決裁

を求めることができる。

3起案者は、必要があると認めるときは、決裁文書にその起案に係る事項についての説明
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文又は起案者の意見を付記する。

4特に急を要する等特別の事由のある事案については、あらかじめ上司の指示を受けて電

話又は口頭その他適宜の方法により処理することができる。この場合、軽微な事案を除き、

その事案の処理が終わった後、速やかに事案の内容を摘録した決裁文書を起案して、決裁

を求める。

5特別の取扱いを必要とする決裁文書には、その起案様式等の該当欄等に「親展」 、 「至

急」 、 「書留」等所要の表示を記入する。

（決裁文書の登録）

第21条起案者は、起案した決裁文書を文書管理システム上に登録した後、決裁の手続をと

る。ただし、内閣総務官が別に定める事由に該当する場合には、決裁文書処理簿への登録

をもって文書管理システム上の登録に代えることができる。

（決裁文書の記号及び番号）

第22条決裁文書に付与する記号は、決裁文書記号表（別表第1）により、番号は暦年ごと

の一連番号による。ただし、旅費等内部管理業務共通システム上の起案様式を用いて起案

する決裁文書については、記号は付与せず、番号は年度ごとの一連番号による。

z 内閣官房副長官は、内閣官房副長官補の掌理する事務の適正かつ能率的な遂行のため必

要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、内閣官房扇ll長官補に係る決裁文書記号を

別に定めることができる。

3各部局の事務を掌理する者は、事務の適正かつ能率的な遂行のため特に必要と認める場

合には、第一項の規定にかかわらず、内閣総務官の承認を得て、細区分した決裁文書記号

を別に定めることができる。

（収受文書の起案）

第23条決裁を要する文書の配布を受けた者は、速やかに、その処理案を起案しなければな

らない。

,ノ （決裁の方法）

第23条の2決裁は、第20条第1項ただし書又は同条第2項に該当する場合を除き、承認又

は決裁したことを文書管理システム上の該当欄に記入すること （以下「システム決裁」 と

いう。 ）により行うものとする。

2 内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び内閣総理大臣補佐

官（以下「総理大臣等」 という。 ）がシステム決裁を行う場合において、総理大臣等が、

当該案件について事前に説明を受けるなどして内容に問題がないと認めるときは、システ

ム決裁をその指名する職員に行わせることができる。

3前項の職員が、総理大臣等に代わってシステム決裁を行うときには、その旨を文書管理

システム上に明示するものとする。

（決裁の順序）

第24条決裁文書は、内閣官房の内部組織に従って、順次上司の決裁を受ける。

2 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の決裁を要する決裁文書は、部局の事

務を掌理する者の決裁を経たものについて、内閣総務官に合議する。

3決裁文書の内容が他部局に関係のあるものは、主管部局の事務を掌理する者等の決裁を
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経た後、主管部局から関係の他部局に合議する。

4前項の合議は、第20条第1項ただし書に該当し、かつ、特に急を要するときは、同文の

合議文書を起案し、関係他部局に同時に決裁を求めることができる。

（専決処理）

第25条専決事項（別表第3）に掲げるそれぞれの事項に係る文書は、極めて重要なものを

除き、当該専決権者が専決処理することができる。

（代決）

第26条内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣情報通信政

策監又は部局の事務を掌理する者が出張又は休暇その他の事故により不在であるときは、

特に至急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者のあらかじめ指定する直近下位

者が代理の表示をして決裁することができる。

2前項の規定により代決した者は、事後速やかに、決裁権者に報告しなければならない。

（決裁文書の持回り）

第27条第20条第1項ただし書に該当し、かつ、特に至急に処理する必要があるときその他

特別の事由があるときは、その事案について十分説明できる職員に、決裁文書を持ち回っ

て、決裁を求めさせることができる。

（決裁年月日の記入）

第28条決裁が終わったときは、起案様式等の該当欄に決裁の年月日等を記入する。

（閣議書等の決裁手続の特例）

第29条閣議書等の起案者は、第20条第1項及び第21条の規定にかかわらず、所定の起案用

紙を用いて起案し、閣議件名簿に登録した後、決裁の手続をとる。

2 閣議書等に付与する記号は、第22条の規定にかかわらず、閣議書等記号表（別表第2）

により、番号は暦年ごとの一連番号による。

（人事文書の決裁手続の特例）

第30条前条に定めるもののほか、人事文書については、第21条及び第22条に定める手続に

よらないで決裁を求めることができる。

（再度決裁を経ない決裁終了後の決裁文書の修正の禁止）

第30条の2決裁文書の内容を決裁終了後に修正することは、 これを行うための決裁文書を

起案し、改めて順次決裁（以下この条において「修正のための決裁」 という。 ）を受けな

ければ、行ってはならない。

2修正のための決裁には、 当初の決裁文書からの修正の箇所及び内容並びに修正の理由を

記した資料を添付しなければならない。

3 行政機関の意思決定の内容そのものが記載されている、直接的な決裁対象となる文書

（以下この条において「決裁対象文書」 という。 ）について修正を行った場合、その原本

は、修正のための決裁により修正が行われた後の決裁対象文書とする。

4修正のための決裁を行った場合、決裁対象文書のうち施行が必要な文書については、次

の各号に掲げる修正のための決裁が終了した時期の区分に応じて、当該各号に掲げる文書

番号及び施行日により施行するものとする。

（1） 当初の決裁対象文書の施行日前当初の決裁における文書番号及び施行日

〈
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（2） 当初の決裁対象文書の施行日以後修正のための決裁における文書番号及び施行日

5前項の規定にかかわらず、当初の決裁文書の本体ではなく、当該決裁の説明を行うため

に添付した資料のみを修正した場合、決裁対象文書のうち施行が必要な文書については、

当初の決裁における文書番号及び施行日により施行するものとする。

6修正の内容が、客観的に明白な計算違い、誤記、誤植又は脱字など軽微かつ明白な誤り

に係るものである場合には、第1項の規定にかかわらず、修正のための決裁に係る手続を、

内閣総務官が別に定めるところにより、簡素化することができる。

7第28条の規定による決裁年月日の記入、次条の規定による公印等の押印、法令番号又は

施行日の追記することその他決裁文書を施行するために必要な処理については、第1項に

いう決裁文書の内容の修正には当たらないものとする。

第4章文書の施行

（文書の施行）

第31条文書取扱主任は、原議を添えて、公印を管理する者から、浄書した施行文書に公印

（電子署名を含む。次項において同じ。 ）及び契印（省庁間電子文書交換システムによる

電子文書の送信の場合を除く。次項において同じ。 ）の押印を受ける。

2賞状、祝辞その他の施行文書で、部局の長が、公印又は契印の必要がないと認めるもの

は、前項の押印を受けない。

3電子署名を行うために必要な鍵情報等の管理に関する定めは、内閣総務官が別に定める。

（印影の印刷）

第32条公印の印影を印刷して押印に代えるときは、内閣総務官の承認を受けなければなら

ない。

（文書の送達）

第33条文書の送達は、使送、郵送、公文書交換センターを利用しての公文書の交換、省庁

間電子文書交換システム、電子メールシステム及びファクシミリによる。

2府省間における公文書の交換は、可能な限り省庁間電子文書交換システムにより行うよ

う努める。

3文書の送達事務は、文書取扱主任が行う。ただし、公文書交換センターを利用しての公

文書の交換による場合は、原貝Iとして文書受送主任が、文書取扱主任からこれを受けて行

う。

4電子メールシステム及びファクシミリにより文書の送達を行う場合は、前項の規定にか

かわらず、次の各号に定める者が行うことができる。

（1）電子メールシステムにより行う場合電子メールの発信者

（2）ファクシミリにより行う場合送信文書の担当者

5省庁間電子文書交換システムを利用する際使用するICカードの保管に関しては、内閣

官房公印規程（平成13年1月6日内閣総理大臣決定）第10条の規定を準用する。

第34条文書取扱主任は、文書を使送するときは、文書使送簿に所要の事項を記録し、受領

者の印を徴する。

2前条第3項ただし書の規定により送達するときは、文書使送票に所要の事項を記入し、

これを当該文書に添付して文書受送主任に委託する。

篭
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（発送後の記録）

第35条文書取扱主任は、決裁文書を発送したときは、決裁文書又は文書管理システム上の

該当欄に発送の年月日等を記入する。

（官報登載）

第36条官報登載を必要とする文書の決裁が終わったときは、部局の文書取扱主任は、決裁

文書にその原稿2部を添えて内閣総務官室官報報告担当者に送付する。

2官報報告担当者は、官報登載の手続を完了したときは、決裁文書をその部局の文書取扱

主任に返付する。

3主管部局の文書取扱主任は、第1項の原稿が官報に掲載されたときは、その内容を原議

と校合し、誤りがあった場合には、速やかに正誤表掲載の手続をとる。

第5章その他

（規則の特例）

第37条この規則に定めるもののほか、部局における事務処理の円滑化を図るため、特に必

要と認める場合には、当該部局の事務を掌理する者は、内閣総務官と協議の上、当該部局篭
の文書管理に関し、別に定めることができる。

附貝リ

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成24年2月10日から施行する。．

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規貝llは、平成25年5月31日から施行する。

附則

この規則は、平成26年1月7日から施行する。

附則

この規則は、平成26年5月30日から施行する。

附則

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この規則は、平成26年12月10日から施行する。

附則

この規則は、平成27年1月9日から実施する。

附則（平成27年7月6日内閣総理大臣決定）

この規貝'｣は、決定の日から施行する。

附貝り

この規則は、平成27年9月17日から施行する。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則

亀
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この規則は、平成29年5月1日から施行する。

附貝り

この規則は、平成30年9月3日から施行する。
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別表第3

専 決 事 項

｜ 専決権者 ｜|番号’ 専 決 事 項

1
丙閣官房長官 あろものを菅で5~)－に宵

又は方針の決定、変更に

1

する事項（所掌事務についての政策又は方針の決定、
関するものを除く、 ）るものを

内閣総理大臣が定める諸規程の制定又は改廃について重要と

認められる事項

法律案の提案理由の説明に関する事項（軽微なものを除
く。 ）
法令の規定に基づく関係行政機関等に対する協議、届出、通

知、報告等及び関係行政機関等からの協議、届出、通知、報
告等に対処する処理について特に重要と認められる事項

国会法（昭和22年法律第79号）第115条に基づく警察官の派
出に関する事項（国会召集の際のものを除く。 ）
昭和30年5月27日閣議決定により委任された国会法第75条に
基づく質問主意書の答弁延期に関する事項
祝辞、挨拶等の下付に関する事項（軽微なものを除く。 ）
政党からの申入れ等に関する書類の供覧に関する事項
各種審議会等の決議、要望、建議、意見書、勧告等の供覧に

関する事項（軽微なものを除く。 ）
国務大臣の兼職届の供覧に関する事項
課長相当官職以上の職員の任免に関する事項（内閣人事局の

所掌に属するものを除く。 ）
秘書官の任免に関する事項

予算及び決算の説明に関する事項
歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見

積りに関する書類の作製、送付等に関する事項
予定経費要求書等の作製、送付等に関する事項
補正予算、暫定予算要求書の作製、送付等に関する事項
各目明細書の作製、送付に関する事項

財政法（昭和22年法律第34号）第35条第2項に規定する予備

費の使用に関する調書の作製、送付等に関する事項
歳入、歳出、決算報告書、国の債務に関する計算書及び継続
費決算報告書に関する事項
会計検査院の検査報告に対する答弁又は措置に関する事項

会計に関係ある犯罪が発覚したときの通知又は報告に関する
事項

債権現在額報告書の作製、送付に関する事項
前各号に準ずる事項

2

３
４

5

（ 6

７
８
９

10

11

２
３
４

１
１
１

５
６
７
８

１
１
１
１

〔
19

20

21

22

23

内閣官房副長官 1内閣総理大臣が定める諸規程の制定又は改廃に関する事項
K内閣官房長官の項第2号に掲げるものを除く。 ）

21閣議決定又は了解事項等の通知に関する事項
3法令の規定に基づく関係行政機関等に対する協議、届出、通

｜ 蕊欝謬轆鬮垂騨鑿認艤汎鷲墳顎閣曹
｜ 房長官の項第4号に掲げるものを除く｡ ）4国会法第115条に基づく警察官の派出に関する事項（内閣官
房長官の項第5号に掲げるものを除く。 ）
5国会法第70条に基づく発言通告に関する事項
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決裁・供覧

鯵

霧

31

件
名

衆議員議員丸山穂高君提出東京オリンピック・パラリンピック観客等向け
アプリに関する質問（衆86）に対する答弁書につきまして

文書番号

閣副503

伺
い
文

標記の丸山穂高君提出の主意書につきまして別紙案の通り閣議に付議してよろしいかお伺いいたし
ます ｡

起
案

分
類
名
称

取
扱
区
分

起案日 令和3年3月29日

部署

内閣官房副長官補付情報
通信技術(IT)総合戦略
室

起案者 大里順一

避洛先

大分類
大分類（別紙）参照

中分類

ｑ
■
■
■
■
■
■

ゴ
ロ
●
■
Ｕ

閣
の
義の決定又は了解及びそ
竪緯

名称(小分類）
国会関連（令和2年度）

。
■
ｄ
■鵬矛区分

秘密期 鄙冬了日

指定事由

一
決
裁
一
施
行
一
格
付
け
一
保
存

受付日

決創 #処理期限日

決裁日

施行処理難 限日

施行日

施行先

施行者

取扱上の注意

■
４
■
》鯉 矛 I ｿ｡ ﾐ格付け

取扱制限

行政文書！ 呆；
上

糊間

呆存期間満了時期

令和3年4月1日

2

30f
』
ロ
』

令和33年3月3旧

決
裁
・
供
覧
棚

決裁・供覧欄（別紙）参照

備
考
欄

1該当）－規則別表第3内閣官房長官
専決：内閣官房長官
（内閣官房文醤取扱
正式転送日：令和3企
閣議白：令和3年4月

年
月
3月29日（月）
2日（金）
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大
分
類
（
別
紙
）

内閣の重要政策等に関する企画立案・総合調整に関すること（構報通信技術(IT)担当室）
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決
裁

■

供
覧
柵
（
別
紙
）

官邸
加藤勝信（内閣官房長官） 【代決】 （官邸官房長官室曳野潔 （秘書官事務取扱） ）

官邸
坂井学（内閣官房副長官） 【代理】 （官邸衆・官房副長官室春木哲洋 （秘審専門官） ）

官邸
岡田直樹（内閣官房副長官） 【代理】 （官邸参・官房副長官室小谷知也 （秘謹専門官） ）

官邸
杉田和博（内閣官房副長官） 【代理】 （官邸事務。官房副長官室小嶋龍亮 （秘審専門官） ）

総務官室
大西証史（内閣総務官） 【済】

総務官室
松田浩樹（内閣審議官） 【済】

総務官室
福田毅（内閣参事官） 【済】

総務官室
小林基樹（企画官） 【後閲】

総務官室総務担当
古川淳永（参事官補佐） 【済】

総務官室企画担当
堀江典宏（参事官補佐） 【済】

副長官補付
藤井健志（内閣官房副長官補） 【済】

副長官補付
木村聡（内閣審議官） 【済】

副長官補付内政総括
植田広信（内閣参事官） 【済】

副長官補付内政総括
石丸直（参事官補佐）

副長官補付
井関大洋

【済】

審査，調査企画担当
(参事官補佐） 【済】

副長官補付総務省担当
木村公彦（内閣参事官） 【済】

藝暴瀞縞蓼壼善碧
当
【済】

副長官補付経済産業担当
大隈俊哉（参事官補佐〉 【済】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
向井治紀【済】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
吉田宏平【済】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
赤田英昭【同報】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
石井啓介【同報】



一

ぐ

亀

凪／ 21

34

決
裁
・
供
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（
別
紙
）

菅
田
．ﾘ長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
市川壱石【同報】

副長官補付‘購報通信技術(IT)総合戦略室
大塚怜奈【同報】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
神谷征彦【同報】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
清重典宏【同報】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
竹内聡【同報】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
時澤忠【同報】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
冨安泰一郎【同報】

副長官補付惰報通信技術(IT)総合戦略室
平井淳生【同報】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
山田栄子【同報】

副長官補付情報通信技術(IT)総合戦略室
山本宣行【同報】

副長官補付審査・調査企画担当
南早織（主査） 【同報】

副長官補付内政総括
田中丸大記〈主査） 【同報】

副長官補付総務省担当
相良智弘〈主査） 【同報】

総務官室企画担当
富永理代（主査） 【同報】

総務宮室企画担当
佐藤朱莉（主査付） 【同報】

● ．



○内閣法（昭和二十二年法律第五号）

第四条内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

○2閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣

の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。

○3各大臣は､案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができ

る。
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情報通信技術(IT)総合戦略室の設置に関する規則

[職灘剰
改正平成13年 1月 5日

改正平成18年4月 7日

改正平成19年8月17日

改正平成24年4月13日

改正平成24年8月10日

改正平成24年1 1月30日

改正平成25年 6月 4日

改正平成26年3月 1日

改正平成26年12月 1日

改正平成27年12月21日

改正平成30年4月12日

改正令和 2年 3月27日

（

（設置及び任務）

第1条内閣官房に追情報通信技術(IT)の活用による国民の利便性の向上

及び行政運営の改善に係る事務（高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本

情報通信技術(IT)総合戦略室部に係る事務を含む｡）を処理するため、 (以

下「戦略室」 という。）を置く。

（組織）

第2条戦略室に、室長（政府CIO) (以下「室長」 という｡)、室長代理（副

政府CIO) (以下「室長代理」 という｡)、次長、参事官、企画官その他所要

の室員を置く。

2室長は、内閣情報通信政策監をもって充てる。

3 室長は、戦略室の事務を掌理する。

4室長代理は、室長の事務を代理する。

5 次長は、室長を助け、戦略室の事務を整理する。

6 参事官は、命を受けて、重要事項の調査、企画及び立案に参画する。

7 企画官は、命を受けて、特定事項の調査、企画及び立案に関する事務に従

事する。

8室長代理、参事官、企画官及び室員は、非常勤とすることができる。

〔
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東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

推進本部事務局の設置に関する規貝ll

〆 ‐、

平成27年6月25日

内閣総理大臣決定

平成27年8月7日

一部改正
L ノ

（設置及び任務）

第1条画閣官房に≦東京オリンピック競技大会･東京パラリンピック競技大会推進本部(以

下「推進本部」 という｡）に係る事務を処理するため、東京オリンピック競技大会・東京

パﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会推進本部事務局(以下｢事務局｣ という｡)を置く｡

●
（組織）

第2条事務局に、事務局長、総括調整統括官、企画・推進統括官、セキュリティ推進統括

官、特命担当統括官、審議官、参事官、企画官その他所要の局員を置く。

2事務局長は、局務を掌理する。

3総括調整統括官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並

びに調整に関する事務を総括整理する。

4企画・推進統括官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する重要事項のうち基本方針

の策定、ホストシティ・タウン構想及びバリアフリー化の推進等に関するものの企画及び

立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

5 セキュリティ推進統括官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する重要事項のうちテ

ロ対策、サイバーセキュリティ対策、防災等に関するものの企画及び立案並びに調整に関

する事務を総括整理する。

6特命担当統括官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する重要事項のうち特定事項に

関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

7審議官は、命を受けて、重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

8参事官は、命を受けて、重要事項の企画及び立案に参画する。

9企画官は、命を受けて、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

10事務局長及び局員は、非常勤とすることができる。

●

（サイバーセキュリティ連絡調整室）

第3条事務局に、サイバーセキュリテイ対策に関し、公益財団法人東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会組織委員会等との連絡調整等を行うため､サイバーセキュリティ連

絡調整室（以下「連絡調整室」 という｡）を置く。

2連絡調整室に、室長を置く。

3室長は、セキュリティ推進統括官をもって充てる。

4室長は、連絡調整室の事務を掌理する。
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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部設置規程

'二篭＝
令和2年1月2SB

令和2年4月14日

令和2年S月フ曰

厚生労働大臣伺い定め

（設置）

第1条令和元年12月に中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症対策について、関

係部局の緊密な連携の下、厚生労働省が--体となり、その効果的かつ総合的な推進を図るため、

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部(以下｢対策推進本部｣という｡)を設置する。

（組織）

第2条対策推進本部は、本部長、本部長代理､副本部長及び本部員をもって構成する。

2本部長、本部長代理、副本部長及び本部員は、別紙1の職にある者をもって充てる。ただし、

本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を求めることができ

る。

富

（幹事会）

第3条対策推進本部の下に幹事会を設置する。

2幹事会に、幹事長､幹事長代理、副幹事長及び幹事を置く。 、

e幹事長、幹事長代理､副幹事長及び幹事は、別紙2の職にある者をもって充てる。

（プロジェクトチーム）

第s条の2対策推進本部に横断的課題等に対応するためのプロジェクトチームとして、別紙2の

2のプロジェクトチームを置く。

2各プロジェクトチームにそれぞれ主査、主査代理及び副主査を置き、別紙2の2の職にある者

をもって充てる。

s主査は、必要に応じ、プロジェクトチームに関係部局の職員の参加を求めることができる。

4プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、主査が別に定める。

皇

（外部機関の参加）

第4条対策推進本部、幹事会及びプロジェクトチームには、必要に応じ、国立研究開発法人国立

国際医療研究センター等の外部機関の職員の参加を求めることができる。

（アドバイザIノー。ボード）

第5条対策推進本部の下に感染症等に関する専門家によるアドバイザ'ノー・ボードを置くことが

できる。ア夢バイザ'ノー。ボードのメンバーは本部長力端名する者とする。

(事務局）
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第6条対策推進本部に事務局を設置する。

2事務局に事務局長､事務局長代理､事務局次長及び事務局員を置く。

e事務局長、事務局長代理及び事務局次長は、別紙sの職にある者及び本部長が指名する者をも

って充てる。

4事務局員は、事務局長が指名する者をもって充てる。

s事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

（庶務）

第フ条対策推進本部、幹事会及びアドバイザリー・ボードの庶務は､関係部局の協力を得て、健

康局において処理する。

2プロジェクトチームの庶務は、関係部局の協力を得て、政策統括官（総合政策担当）付政策統

括室において処理する。

鯆則）

第B条前各条に定めるもののほか、対策推進本部、

関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。

灘
幹事会及びアドバイザIノー・ボードの運営に

則
賎
賎
は

附
雛
雛
雛

の
の
の

一
」
一
」
一
」

令和2年1月28日から施行する。

令和2年4月14日から施行する。

令和2年8月フ,日から施行する。

霧
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匪回①

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

本部長 厚生労働大臣

本部長代理 厚生労働副大臣

厚生労働大臣政務官

副本部長 厚生労働事務次官

厚生労働審議官

医務技監

ぞ
本部員 大臣官房長

大臣官房総括審議官

大臣官房総括審議官（国際担当）

大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

大臣官房審議官（医政、医薬品等産業振

大臣官房審議官（健康、生活衛生、アル

統括調整官

生活衛生・食品安全審議官

医政局長

健康局長

医薬・生活衛生局長

労働基準局長

労働基準局安全衛生部長

職業安定局長

雇用環境・均等局長

子ども家庭局長

社会・援護局長

社会・援護局障害保健福祉部長

老健局長

保険局長

年金局長

人材開発統括宮

政策統括官（総合政策担当）

政策統括官（統計・情報政策担当）

医薬品等産業振

アル

(総合政策担当）

(統計・情報政策担当）

興、精神保健医療、災害対策担当）

コール健康障害対策担当）

亀
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匪画 寺

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部幹事会

健康局長幹事長

大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

大臣官房審議官（健康、生活衛生、アルコール鬮蒙障害対策担当）

統括調整官

生活衛生・食品安全審議官

幹事長代理

副幹事長 大臣官房厚生科学課長

健康局総務課長

健康局結核感染症課長

医薬・生活衛生局生活衛生。食品安全企画課長

篝

大臣官房参事官（総括調整、行政改革担当）

大臣官房総務課広報室長

大臣官房国際課国際保健企画官

大臣官房厚生科学課健康危機管理。災害対策室長

健康局結核感染症課感染掴青報管理室長

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室長

国立感染症研究所感染症疫学センター長

国立保健医療科学院健康危機管理研究部長

幹事

霧
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面羅あヨ

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部プロジェクトチーム

ぐ

良

42

プロジェクトチーム 主査、主査篭理及幅ﾘ主査

｢生活を守る」プロジェクトチーム 主査及び主査代理：厚生労働副大臣

副主査：厚生労働大臣政務官



匪画

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務局体制

事務局長 医瀕支監

事務局長代理 大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

大臣官房審議官（健康、生活衛生、アルコール健康障害対策担当）

統括調整官

生活衛生。食品安全審議官

健康局長

事務局次長 大臣官房参事官（総活

大臣官房厚生科学課長

(総括調整、行政改革担当） 蟻

霧
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○法務省設置法（平成十一年法律第九十三号）

第二十六条国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁

を置く。
－

2 （略）

●法務省組織令（平成十二年政令第二百四十八号）
． 旬

（課等の設置）

第七十五条出入国在留管理庁に、出入国管理部及び在留管理支援部に置くもののほか､次

の二課を置く。

総務課

政策課

2 出入国管理部に、次の三課を置く。篭
出入国管理課

審判課

警備課

（略）3

e外務省組織令（平成十二年政令第二百四十九号）

（大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等）

第二条外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。

総合外交政策局

アジア大洋州局

北米局

中南米局

欧州局

中東アフリカ局

経済局

国際協力局

国際法局

領事局

（略）

亀

2

（領事局に置く課）

第八十四条領事局に、次の四課を置く。

政策課

海外邦人安全課

旅券課
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外国人課
一

●財務省組織令（平成十二年政令第二百五十号）

（大臣官房及び局の設置）

第二条本省に、大臣官房及び次の五局を置く。

主計局

主税局

関税局

理財局

国際局

鯵（関税局に置く課）

第三十七条関税局に、次の六課を置く。

総務課

管理課

関税課

監視課

業務課

調査課

●厚生労働省組織令（平成十二年政令第二百五十二号）

（大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等）

第二条本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一

を置く。

医政局

健康局

医薬・生活衛生局

大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人

霧

労働基準局

職業安定局

雇用環境・均等局

子ども家庭局

社会・援護局

老健局

保険局

年金局

（略）2
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（医薬・生活衛生局に置く課）

第四十九条医薬・生活衛生局に、次の十一課を置く。

総務課

医薬品審査管理課

医療機器審査管理課

医薬安全対策課

監視指導・麻薬対策課

血液対策課

生活衛生・食品安全企画課

食品基準審査課

食品監視安全課

生活衛生課

水道課

ぐ

④厚生労働省組織規則（平成十三年厚生労働省令第一号）

（検疫所業務管理室）

第二十七条生活衛生・食品安全企画課に、検疫所業務管理室を置く。

2 ． 3 （略）

○内閣法制局設置法（昭和二十七年法律第二百五十二号）

（内部部局）

第四条内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制

〈。

第一部

第二部

第三部

第四部

2 （略）

内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置

亀
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I河野内閣府特命担当大臣配者会見要旨令和2年10月16日

(令和2年10月16日（金） 10:47～11:13於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会

見室）

| ’発言要旨

おはようございます｡今日の午後､「2＋1｣を行います｡お相手は小此木国家公安委員長､防災

担当大臣です。

直轄チームでございますが､10月1日に9名で発足いたしましたが､各省､また自治体から優秀

な人材を送っていただきまして､今日の時点で直轄チームは20名になりました｡11月1日までで

30名にこれが増える予定になっております｡しっかりと改革を進めてまいりたいと思います。

●

本日の閣議から閣議の書類の｢青枠｣、「こより綴じ｣､請議大臣の公印の押印､それから閣議決

定後の請議大臣宛ての｢指令書｣､いずれも廃止されました｡｢青枠｣というのは､見ると緑色に見

えますけれども､この枠の中におさめて､さらに､枠から文字までが何ミリとかいろんなルールが

定められていて､定規で計ったりいろいろやらないといけないとか､ここにきりというか千枚通しで

穴をあけて､こういう形でこよりでとめる｡それからここにハンコがいっぱいありますけれども､閣議

請議をする大臣､請議大臣が多いときには､これを回ってハンコを押してもらわなければいけない

という､スタンプラリーをやらなければいけない､そういう長年の慣行がございましたが､あまり合

理的ではないということで､官房長官にお願いし､いろいろと御検討いただきまして､廃止されるこ

とになりました｡官房長官に感謝したいと思います。

3件目、押印義務の見直しについてですが､年間手続件数1万件未満のものも､いろいろ各省

から戻ってまいりましたが､当初の数に加えて､添付資料に様々な押印を求めているものがあっ

たりしますので､数はまだ確定をしておりませんが､これからも若干変わるかもしれません｡押印

を求める行政手続､これまで約1万1,000というふうに申し上げておりましたが､きようの時点で約

1万5,000,1万4,745手続がございます｡この手続は増える可能性がございます。

そのうち､99.247％は廃止､あるいは廃止の方向で検討という御回答をいただいております｡こ

の111種類の中には､これまでの1万件以上の手続で廃止できないと言っていた､35種類ござ

いますが､そのうち1種類については､手続そのものを廃止ということにいたしましたので34件

と､1万件未満の手続で押印を求めている77の手続､合わせて111種類､存続の方向で検討し

たいという話がございましたので､それについては､今､一つずつ詰めているところでございます。

これにあわせまして、自治体向けに押印をどうやって廃止できるかというマニュアルの策定作業も

始めてもらっております。

最後､4件目ですけれども､昨日、沖縄県浦添市の松本哲治市長がいらっしゃいました｡牧港補

C
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給地区､キャンプ･キンザーの返還後についてお話がありました｡内閣府が堪地跡地の未来に

関する懇談会｣というものをやっておりまして､今年の半ばだったかに第一次の取りまとめを提言

された中の､｢沖縄先端実験都市(シリコンリーフ)jと言っておりましたが､様々な規制をなくして、

いろいろと実験的なことを再開発されたところ全体でやるというような話が､その第一次の取りまと

めにありましたけれども､そういうものも参考にして､地元で検討していきたいというお話がござい

ました｡内閣府として地元の御検討をしっかり支えていきたいと思っているところでございます｡ち

なみに､このシリコンリーフは､規制のサンドボックスと雷われている構想になります。

： 2.質疑応答

(問)雷頭発表の閣議請議などの簡略化について伺います｡改めて意義と､今後期待される実際

の効果､また､春先にテレビ会議を開催していた閣議そのもののオンライン化を含めて､今後､閣

議関連で緩和､あるいはこうした改革を検討すべき課題があれば､あわせて見解をお聞かせくだ

さい。

（答)閣議をどのようにやるか､これは官房長官のところでいろいろとお考えになるだろうと

思います｡今回廃止することになりましたものは長年の慣行でありましたけれども､非常

に手間がかかる作業ということで､特に若手の霞が関の職員の時間を非常にとるというこ

ともありまして､その割に果たしてどんな便益があるのだろうかということから､官房長官

に御検討をお願いしていたところでございます｡いろいろと御検討されて､やめようという

御判断をいただいたわけでございます。

今後も､この霞が関の働き方改革の中で､結構長年やっていますと､何のためにそんな

ことをやっているのというのがほかにもどうもあるわけで､それについては､本当にそれ必

要なのと､長年やっていましたというだけならやめてみようという提案はしていきたいと思

っています。

篭

亀

(問)関連して伺います｡オンライン化などの効率化を現在進めている一方で､国会改革の停滞が

有識者から指摘されています｡ヨーロッパの方では既にコロナ禍で国会審議のオンライン化など

に踏み切る中､なかなか日本では機運が高まっていませんが､憲法で規定された国会出席の解

釈変更ですとか､あるいはタブレット端末導入といった国会改革に政府与党としてどう取り組むべ

きか､また大臣として打てる方策はないのか､認識をお聞かせください。

(答)国会のことは国会でお決めになると思いますが､与党の部会ですとか､あるいは議

員への説明といったものについては､下村政調会長といろいろ御相談させていただいて、

政調会長の御判断で部会のペーパーレスということも決めていただきましたし､オンライ

ンでの説明というのも積極的に推奨していただけるということですので､そうしたできるこ

とからどんどんやっていきたいと思います。
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(問)先程冒頭に御紹介のあった､閣議における押印の見直した意義についてなんですけれども、

例えば持ち回り閣議の時とかは､まさにハンコをもらうためにいろいろ各大臣を回っていたという

ふうに認識しているんですけれども､そういった作業が大分簡略化されるという理解でよろしいん

でしょうか。

（答)持ち回り閣議の花押はこのまま続きます｡閣議の時の花押をやめるというのではなく

て､閣議請議のこの文書にいちいち公印を押す必要はないということです。

~~、

(問)別件なんですけれども､ちょうど新内閣が発足してから1カ月たちましたけれども､この1カ月

を振り返って､率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。

（答)今日で1カ月、随分早いなという気がしますが､マラソンでピストルが鳴って､だ一つ

と結構速いスピードで走り出す場面というのがあると思いますけれども､トラックを回って

いるうちにペースが落ちついて､競技場から一般道へ出ていくと､そんな感じなのかなと。

当初､随分スピードを出していましたけれども､少し長距離走に向けてマラソンを走り切る

スピー霧になってきたかと思います｡担当する部署がブラックにならないように気をつけて

いきたいと思います。

鱗

(問)『青枠｣に関してお伺いします｡2点お伺いします｡まず1点､2020年になって､千枚通しで穴

をあけていたということについて､大臣は率直にどう思われますでしょうか。

(答)いろんな理由があって､これが一番保存に良いとか､何かいろんな理屈はあるようで

ございますけれども､労力と便益を比べたときにはっきり言ってどうなのかと｡外務省が保

存している公文書を見ても､いろんなものがあったように思いますので､こういう時代です

から､むしろ､いかに公文書をオンラインにしてデジタル化して､いろんな人に簡単に見て

いただけるようにするかというところを今後は考えていくべきかと。

かつて､公文霊館などを所管しておりまして､公文書館を見せていただいたこともありま

すけれども､かなり昔の､それこそ江戸時代どころかもっと昔の文章がしっかり保存され

ているというようなこともありましたので､紙の種類とか綴じ方というのは､それはいろいろ

あるのだろうとは思いますが､それとこの霞が関がブﾗｯｸ化しているときにどこまでやる

のという､その辺を考慮して､長官に御判断いただいたのだと思います。

鯵

(問)これに関して､これまで大臣は押印をなくせば電子化できるんだというふうにおっしゃっていま

したけれども､閣議請議そのもののオンライン化というものは将来的に目指していくんでしょうか。

（答)将来的にいろんなことがデジタル化されていくようになるだろうと思いますので､これ

は総理､官房長官の思いもあられるでしょうけれども､私としては､こういうものが全部オ

ンライン化されても良いのではないかと個人的には思っております。
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(問)オンライン化を推進していきたいという認識でよろしいでしょうか。

(答)政府の行政そのものをデジタル化しようということではあります｡ただ､以前申し上げ

ましたように､例えば陛下の御名御璽をどうするのかとか､あるいは､霞が関の中でも、

永年勤続表彰の表彰状には印を残してぼしいとかいろんなこともありますから､何も一直

線でいくというよりは､効果の高いものから取り上げてしっかりやっていきたいと思ってい

ます。

(問)今日で1カ月ということで､規制改革､デジタル化に向けて､1カ月で最も感じた壁や課題とい

うのはどんなところでしたか。

(答)今までそうやっていましたというところなのかと思います｡今までそうやってきたけれ

ども､立ちどまって考えてみたら､何でこれ必要なのというものもありますし､もっと良いや

り方があるのに､こうやってきたからということで､そのやり方が続いている､続いてきたと

いうところもあります｡やっぱり､一度いろんな節目に立ちどまって､もっと良いやり方はな

いかというのを考えるというのは大事かと思います。

ど
~

(問)そうした長年の慣行を廃止していくという方針の中で､押印についてなんですけれども､111

種類が残っているもの､これを今後どうしていきたいかという、目途とスケジュールとしてはどうお

考えですか。

(答)111の相当部分は､印鑑登録されたもの､あるいは銀行の届出印だったり､登記、

登録されたハンコですので､そういうものについては､今回は残ると思います｡ただこれ

が､平井大臣のところでデジタル庁が発足し､業務そのものがデジタル化されたときに

は､おそらく電子認証というものに置きかわっていくのだろうと思っておりますので､私のと

ころでは少なくともそうしたものが､紙に何かを押すということが原則ではないようにして、

平井さんにお渡しをするのかと思っております。
亀

(問)最後に､菅総理大臣も今朝､やるべきことはスピード感を持って､躍錯なく進めていくと話され

ていましたけれども､そのあたり､やはり躍踏なく進めていくという考えでよろしいですか。

(答)スピード感を持ってやっていきたいと思っております。

(問)私､40年前に宮分でそのこよりを役所に習った側なので､すばらしいと思います｡伺いたい

のは､やはり一番感じたことは､役所はとにかくハンコが多くて､合灘も含めて決裁自体が遅いん

ですけれども､今回そういう形式とか何かをなくすことで､やはり行政の決断も早くなると｡そういう

効果､その辺はどういうふうにご覧になっているか伺いたいです。
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(答)今やっている押印をやめようとか､こういうことも非常に大事だと思いますけれども、

デジタル化していく中で大事なのは､業務そのものをやはり見直すことだと思います｡今

やっていることをそのままデジタル化するのではなくて､業務そのものをどう見直した上で

デジタル化していくかというところが大事だと思いますので､今やっていることは極めて表

層的な話であって､更なる深掘りというものをやっていかなければいけないと思います。

(問)先生は4回目の大臣で､やっぱり役所は少しハンコが民間に比べて多過ぎるんじゃないか

と､私は自分でもそう思うんですけれども､特に合議ですとかを含みましてね｡その辺のところとい

うのは､やはりハンコ､もともと多過ぎるんじゃないかという御認識を持っておられるか伺いたいで

す。

（答)防衛大臣のときに最初に回ってきた稟議が､ハンコだけで2,3ページあって､一体

何十個あるんだということで､少なくともハンコは4つまでにしようという指示を最初に出し

たこともありますので､そのハンコ全てに本当に意味があるのかといったら多分そんなこ

とはなかったと思うんですね｡ですから､様々な決裁のスピードアップ､あるいは責任を持

って決めるというのが大事だと思います。

それからもう一つ､行政は間違いをしないみたいな､行政の無謬性というのがずっと言

われてきましたけれども､そんなことはないわけで､やはり間違ったときにはお詫びして方

向転換をするということもしっかり視野に入れて､必要なものはスピード感を持って時代に

合わせて変えていくということがより大事なのではないか｡そのための責任をとるために

大臣がいるわけですから､霞が閏の皆さんには､いざというときには大臣がみんな責任を

しっかりとりますから､失敗を恐れず､スピード感を持って仕事をしていただきたいと思い

ます。

鯵

(問)先ほど､松本浦添市長との会談で､キャンプ･キンザーの跡地利用についてお話があったか

と思うんですけれども､この跡地利用についての話題というのは河野大臣からお話があったの

か。

あともう一点なんですけれども､14日には岡下政務官が沖縄からお戻りになられたかと思うん

ですけれども､岡下政務官からの御報告はどんなものだったのか､それで､その報告を踏まえた

次期沖縄振興計画のプランとかがございましたらお教えいただければと思います。

（答)昨日、松本市長がお見えになりまして､いろんな話の中で､牧港の補給地区の跡地

利用の話も出ました｡岡下さんとは､多分､来週どこかで､報告を兼ねていろいろ打合せ

をすることになっております。

蕊
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(問)ちょっと確認なんですけれども､雷頭の閣議の書類の関連で､これはいつから大臣の中で問

題視をされていて､どのタイミングで官房長官にお願いされて､今日の廃止に至ったのかという、

時系列を教えてもらっていいでしょうか。

(答)『青枠｣の話は､いつだったか､この1カ月の中です。

(問)提案されたタイミングも覚えていないということですか。

(答)いろんなことをやっていますから､あまり日付はよくわかりません､すみません｡何で

｢青枠｣なのに緑なのと思ったことはありました｡青いのもあるそうです。

(問)2点お伺いしたいんですが､冒頭におっしゃっていた､今日の｢2＋1｣のお相手が小此木さん

ということですが､議題は何になりますでしょうか。で

(答)議題は内緒です。

(問)話題が変わりまして､先日のオンライン講演で､大臣はハンコや紙の次は､常駐･専任義務

の話をやっていきたいというふうに述べられていましたが､今後の具体的なスケジュール感でした

り､企業からヒアリングをされたり､あと法改正の必要性についてどうお考えでしょうか。

(答)いろんな常駐．専任義務があると思いますので､まずしっかりそれを調べていきたい

と思っております｡これだけ技術が変わってきておりますし､人口減少というのはやはり大

きな問題でありますので､それに対応していくためには､人口が増えているときのルール

をそのまま適用するわけにもいきませんし､技術が進んでいる中で､技術で補えるものは

やはりそれで補っていくというのが､生産性を上げていくためには必要だと思いますので、

そこは一つずつ､いろんなグループ分けができるだろうと思いますが､そこはしっかり見て

いきたいと思っています。皇

(問)先日、会識の中で､大臣の方から領収醤の電子化について言及があったというふうに聞いて

いますが､今､領収書の電子化に向けて何か課題はあるのかどうかというのと､その課題に向け

ての意気込みがありましたら聞かせてください。

(答)この間の規制改革のワーキンググループの中で､紙の領収書を保管するコストにつ

いても問題提起がございました｡こういう､いろんなものの売り買いも電子化されている部

分も相当ありますし､様々なものを､情報を､紙に打ち出さなくても､情報としていろんな形

で保管ができる技術は､もう既に確立されている部分があるといっても良いと思いますの

で､関係する部局になぜ電子化できないのか､電子化するためにはどうしたら良いのかと

いうことをしっかり調べて持ってくるようにということを申し上げました。
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(問>関連でなんですけれども､民間での規制の廃止も進めていくというふうにおっしゃっていまし

たけれども､電子領収雷に関しては､実際に導入されていても､結局企業の方で精算とかすると

きにプリントアウトしないといけないというような問題とかも実際に今起こっているみたいなんです

けれども､そうした企業の意識とかそういったところも変えていかなければいけないという､今何か

問題意識みたいなものがあったら教えてください。

（答)行政との兼ね合いで､領収書は電子情報でも保管して良いということになれば､当

然企業のマインドセットも変わってくると思いますので､まず行政の中でできることをやり

ながら､それが生産性を上げるものだということならば､企業もどんどん取り入れることに

なっていくと思いますので､まずやれるところをしっかりやっていきたいと思います。

(問)話題が変わって､大阪都構想についてなんですけれども､先日住民投票が告示されまして、

行政改革担当の大臣として､都構想について賛否を含めてどのようにお考えでしょうか。
霧

(答)特に私から申し上げることはございません。

(問)昨日、｢文科省が動きます｣ということでつぶやいておられたと思うんですけれども､内容は来

週発表されると思うんですけれども､その内容というのは『2十1｣でも上がっていた話題だったん

でしょうか。

（答)発表が近々あると思いますので､どうぞ聞いてください。

(以上）

霧

0
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厚生労働大臣加藤勝
〃
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胡
辰

農林水産大臣江藤

●甥

経済産業大臣梶山弘 ノ

〆

国土交通大臣赤羽一

●

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨に

よる災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令について

標記政令を制定する必要があるので、別紙政令案及び理由を添

えて閣議を求めます。
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適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令

じ
ん

内
閣
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）
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第
一
条
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
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災
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に
対
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た
め
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別
の
財
政
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等
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関
す
る
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（
以
下
「
法

政
令
第
を
一
男
子
号

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
激
甚
災
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と
し
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用
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べ
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措
置
を
同
表
の
下
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と
お
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月
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第
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第
十
二
条
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六
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よ
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七
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十
九
条
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十
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二
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四
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二
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五
条
に
規
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す
る
措
置

令
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五
月
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五
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七
月
三
十
一
日
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で
の
間
の
豪
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に
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置
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（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

じ
ん

第
二
条
前
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別

の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
三
年
二
月
二
十
八
日
と
す
る
。

（
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
地
域
等
の
特
例
）

第
三
条
第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
令
第
二
十
五
条
（
令
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
第
二
十
五
条
中
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
条
第
一
項

各
号
」
と
す
る
。

（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
）

第
四
条
第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
三
年
五
月
十
四

日
と
す
る
。
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●

日本国政府
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備
考
上
欄
の
豪
雨
と
は
、
梅
雨
前
線
に
よ
る
も
の
を
い
う
。



－

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。（

b（

日本国I1父府
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理
由

令
和
二
年
五
月
十
五
日
か
ら
七
月
三
十

該
激
甚
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と

き
措
置
と

等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

●し
て
公
辻

日
ま

で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
を
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当

共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
等
に
関
す
る
特
別
の
財
政
援
助
等
を
指
定
す
る

●

日本国政府
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閣議決定後に請議大臣に交付する指令書（一般案件のみ）

内閣防第2 型号

令和2年10月2日

防衛大臣岸信夫殿 且

Q

p

摩 ，菅義

識ir"=←裳ご
| .'.~y'､、 ，．
’嚇謎蕊叡ハ､．
､-v勺…一画分轄品亮お■鐸＝…一

内閣総理大臣

ぐ

指 令

令和2年9月･SO日防地協（防）第406号

「日本国とアメソカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条

に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する

協定」第2条に基づく施設及び区域の一部返還、追加提供及び新規提供

について請議のとおり。

逢一

内 ・閣
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③
厚生労働省発子lOl6第1号

令和2年1 0月1 6B

内閣総理大臣 菅 義偉 殿

I

霧
厚生労働大臣 田村 憲久

児童福祉法施行令の一部を改正する政令についてｰ、

霧標記政令を制定する必要があるので、

て閣議を求めます。

別紙政令案及び理由を添え
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２
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
都
道
府
県
洞
設
置
す
る
児
童
相
談
所
の
所
長
そ
の

を
制
定
す
る
。

１
こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

政
令
第
号

都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
許
可
、
認
可
、
措
置
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以

他
の
機
関
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
が
行
っ
た
許
可
、
認
可
、
措
置
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
現
に

第
四
十
五
条
の
二
中
「
東
京
都
世
田
谷
区
」
を
「
東
京
都
港
区
、
世
田
谷
区
」
に
改
め
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

内
閣
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

（
許
可
、
認
可
、
措
置
等
の
効
力
）

（
施
行
期
日
）

附 児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

則

ぞ

逢

＆

堂
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下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等

）
の
長
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
が
設
置
す
る
児
童
相
談
所
の
所
長
そ
の
他
の
機
関
（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
等

後
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
四
十
五
条
の
一
だ
規
定
す
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
二
号
亨
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正

」
と
い
う
。
）
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
当
該
児
童
相

◆

談
所
設
置
市
の
長
等
の
行
っ
た
許
可
認
可
措
置
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
等
に
対

し
て
行
っ
た
許
可
、
認
可
、
措
置
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

霧一

蕊
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～可

、

定
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

児
童
福
祉
施
策
の
実
施
を
推
進
す
る
た
め
、
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）

○

理
由

｡

ぐ

4

亀 や

と
し
て
東
京
都
港
区
を
指

～
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(参考）衆議院議院運営委員会理事会における合意

擢
理事会合意メモ（〃必''&)

質問主意番儲峻は､議会の鬮政に関する溺迩・監督権能の
一つとして､鑑員に与えられた質問権の一形態であり、極め
て童要な制度である。他方、議員に械､發員会、本会溌等に
おける質疑、資料要求鐸の制度が認められており、質問主意
鱒の取り扱いについては､賎会制度の本質を十分に踏まえた
上で、その本雷に則り適切に行う必要がある。

霧今後､資料要求など協議の必要のあるものは､担当理護間
で協議し､さらに必要のあるものは､議運理率会で協議する。

質問主意霧の提出は、会期終了日の前日までとする。

）“是織蚤
●

質問目醗審の取扱いについて4鶏≦

1，響弁書提出後、内容にお恥て変更が生じた漫合の内閣の対応について（中間報告）

賞間主意書に対し内閣が提出する答弁書は､下記2のとおり､,閣議を塵る重要な

ものであるので､その内蓉に疎大唯褒更が生じた掛合には､内閣は､本院に対し変

更の内容について適切に説明すべきである．

.なお､内閣が対応ずべき期間及び手鏡等につじ,ては､今回､合意を得るに至らな

かったので、引き銃き協職を継銃するものとする．
霧

2‘質問主窓魯全体のあり方について

質問主意審の制度は、罐会の罰政に関する溺垂・監督樒能の一つとして、醸員に

与えられた蟹間櫓の一形態であり、その容弁が閣錨決定を運る非総に重要なもので

ある。 ｡
●

一方､倒会法上､簡明な主慧番により､閣議決定も含あ7日以内に馨弁すべきと

規定されており､節明かつ題期間で処理することが想定されている制度である、

以上の点を錨まえ、提出考､諺院運営委員会理寒全､内閣がそれぞれの立溺で、

巷弁の質を砿保しつつ、より円滑な溺度の運用に努めるものとする．

芥
また､会期末は会期終了日前日までに提出すべきものとされているが、

麗のために必要な手続に要する鯵間を考感し､2日鮒までに提出すべきも

（鋤嫡卵鐡ら鯛&

議長の承

のとする．
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竿

｢蓼照棗詞

○国会法（昭和二十二年法律第七十九号） （抄）

第七十四条各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要

する。

②質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

③議長の承認しなかった質問について､その議員から異議を申し立てたときは、

識長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

④議長又は議院の承認しなかった質問について、その議員から要求があったと

きは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

ぐ
第七十五条議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意轡を内閣

に転送する。

②内閣は、質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならな

い。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をする

ことができる期限を明示することを要する。

亀

□
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平成18年1月1日から令和s年s月11日までの間の質問主意書

霧

蕊
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質問主意書に

対する答弁書

(総数）

国会法第75条第2項前段の

規定により答弁をした件数

(フ曰以内に答弁をした件数）

国会法第75条第2項後段の

規定により答弁をした件数

(延期して答弁をした件数）

13,849 12，239 1,610


